
平
成
三
十
年
四
月
三
日
受
領

答
弁
第
一
八
〇
号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
一
八
〇
号

平
成
三
十
年
四
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
家
公
務
員
法
第
十
七
条
で
い
う
人
事
行
政
に
関
す
る
事
項
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
国
家
公
務
員
法
第
十
七
条
で
い
う
人
事
行
政
に
関
す
る
事
項
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
調
査
と
し
て
、
一
般
職
の
国
家

公
務
員
の
任
用
状
況
調
査
、
国
家
公
務
員
給
与
等
実
態
調
査
等
を
行
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
家
公
務
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
院
は
、
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
改
善
及
び
人
事
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告
、
採
用
試
験
（
採
用

試
験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
、
任
免
（
標
準
職
務

遂
行
能
力
、
採
用
昇
任
等
基
本
方
針
、
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
係
る
特
例
及
び
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
関
す
る
事
項
（
国
家

公
務
員
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な
事
項
で
あ
っ
て
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応

す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材
の
養
成
及
び
活
用
の
確
保
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
給
与
（
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適

一



用
を
受
け
る
職
員
の
号
俸
の
決
定
の
方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
の
定
数
の
設
定
及
び
改
定

に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
、
研
修
（
国
家
公
務
員
法
第
七
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
観
点
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
並
び
に
当
該
研
修
に
係
る
調
査
研
究
、
分
限
、
懲
戒
、
苦
情
の
処
理
、
職
務
に
係
る
倫
理

の
保
持
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
人
事
行
政
の
公
正
の
確
保
及
び
職
員
の
利
益
の
保
護
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
関
し
て
行
わ
れ
る
国
家
公
務
員
法
第
十
七
条
第
一
項
の
調
査
は
、
国
家
公
務
員
倫
理

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
又
は
同
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
の

「
上
司
の
命
令
で
行
政
文
書
の
書
き
換
え
を
命
じ
ら
れ
た
場
合
」
及
び
「
か
か
る
事
案
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
査
の
対
象

と
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


